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【時間区分】 

① 毎年増加している居宅介護利用者に対し、利用者のニーズに応じた家事援助サービスを提供

し、 

 限られた人材により、より多くの利用者が家事援助を利用することができるよう、介護保険にお 

 ける見直しの検討も踏まえ、家事援助の時間区分を３０分間隔の区分けから、１５分間隔の区分 

 けに見直してはどうか。 

  なお、介護給付費分科会において、「生活援助については複数行為を組み合わせて行われるこ 
 とが多いが、一つの行為は15分未満ですむ場合もあり、組み合わせによっては30～40分程度 
 になる。」と示されており、障害福祉の家事援助サービスにおいても、内容や所要時間等は大き 
 な差異がないと考えられる。 
 

 

 
 

【現行】 
 ３０分未満 
 ３０分以上６０分未満 
 ６０分以上９０分未満 

 （９０分以降についても３０分毎に設定） 

「家事援助」の時間区分の見直し（案） 

【見直し案】 
  ３０分未満 
 ３０分以上４５分未満 
 ４５分以上６０分未満 
 ６０分以上７５分未満 
 ７５分以上９０分未満 

 （９０分以降についても１５分毎に設定） 

 ３０分未満 １８６，５６０回/月 

 ３０分以上１時間未満 ３７５，０９９回/月 

 １時間以上１時間３０分未満 ２６６，３８９回/月 

 １時間３０分以上 ９０，２７５回/月  

時間区分毎の算定回数 

居宅介護の報酬に係る論点 
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② 介護保険の訪問介護において、身体介護の単位として２０分未満の区分を創設し、定期巡回・ 

 随時対応サービスへの移行を想定した検討を行っているが、訪問系サービスの居宅介護において 

 身体介護の２０分未満の短時間区分について、どう考えるか。 

  

時間区分毎の算定回数 

 ３０分未満（※） 
 ３０分以上６０分未満 
 ６０分以上９０分未満 
 （９０分以降については省略） 
 ※日中は20分以上が原則。 
   夜間・深夜・早朝の時間帯（18:00～翌8:00） 
  は、20分未満であっても算定可能 

「身体介護」の報酬単価 

 ３０分未満 ４８５，２５８回/月 

 ３０分以上１時間未満 ４２９，１８８回/月 

 １時間以上１時間３０分未満 １４９，８１３回/月 

 １時間３０分以上２時間未満 ８１，５５５回/月 

 ２時間以上２時間３０分未満 １８，６３１回/月 

 ２時間３０分以上３時間未満 ２５，１５９回/月 

 ３時間以上 １０，３６９回/月 
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【報酬関係】  

  
 ○ 報酬単価が低く、ヘルパーの方への支給は介護保険と同じように時給計算し支払いをしている。 
                                   （日本身体障害者団体連合会） 
  
 ○ 前事業所からのケア引き継ぎのための同行に報酬を付けて貰いたい。 （日本身体障害者団体連合会） 
 
 ○ 担当者介護、ケア会議に報酬を付けて欲しい。（日本身体障害者団体連合会） 
  
 ○ キャンセル料金の支払いに利用者からの理解を頂くことが難しい場合もあり、その際は支払いをして 
  貰えず、ヘルパーの支払いを事業所で負担せざるを得ない。（日本身体障害者団体連合会） 
 

【利用範囲関係】 

  
 ○ 重度訪問介護の単価が居宅介護単価より低いためか、重度訪問介護を敬遠する事業者があると聞きま 
  す。重度者が在宅生活を維持するためには長時間にわたる支援が必要です。重度訪問介護の利用を進め 
  るためにも単価の見直し、また緊急措置として居宅介護の継続利用を検討して下さい。 
                              （全国肢体不自由児・者父母の会連合会） 
 
 ○ 施設利用者の帰省時などに、自宅での入浴介助、自宅からの外出時の介護等について、居宅介護が利 
  用できるようにしてください。（全国肢体不自由児・者父母の会連合会） 
 
  
 

居宅介護の報酬に係る要望 
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【特定事業所加算の経過措置】 

① 平成２４年３月３１日までの経過措置とされている特定事業所加算基準の人材要件のうち、 

 サービス提供責任者について、経過措置の期間延長をどう考えるか。 

② また、経過措置の期間を延長する場合、一定の見直しについても検討してはどうか。 

 
 

重度訪問介護の報酬に係る論点 

○ 重度訪問介護における特定事業所加算の人材要件 

 【現在】  
 ○ 全てのサービス提供責任者が     
      ３年以上の実務経験を有する介護福祉士 
            又は、 
     ５年以上の実務経験を有する介護職員基礎研修課程修了者 
           又は、 
     ５年以上の実務経験を有する１級課程修了者 
            
 ○ １００分の５０以上のサービス提供責任者が 
   ３０００時間以上の指定重度訪問介護の実務経験を有する 
                      （H24.3.31までの経過措置） 

【検討案】  
 ○ 全てのサービス提供責任者が 
    ３年以上の実務経験を有する介護福祉士 
              又は、 
    ５年以上の実務経験を有する介護職員基礎研修課程修了者 
            又は、 
    ５年以上の実務経験を有する１級課程修了者 
            
○ １００分の○○以上のサービス提供責任者が 
   ○○○○時間以上の指定重度訪問介護の実務経験を有する 
                  （H27.3.31までの経過措置）                              

Ａ県 B県 

特定事業所加算（Ⅰ）対象 ３５事業所 ７事業所 

上記のうち、経過措置対象 １２事業所 
（３４．３％） 

０事業所 
（０％） 

特定事業所加算（Ⅱ）対象 ０事業所 ２３事業所 

上記のうち、経過措置対象 ０事業所 
（０％） 

０事業所 
（０％） 

経過措置による特定事業所加算取得事業所数 

※出所：障害福祉課調べ 4 



【報酬関係】 

  
 ○ 重度訪問介護については、特に深夜帯ケア派遣等、報酬単価が低く事業所運営が厳しい現状がある。 
                                   （日本身体障害者団体連合会） 
  
 ○ 長時間介護を必要とする障害者の地域での生活を支えるために、重度訪問介護を行う事業所整備と介 
  護者確保ができるよう、さらなる報酬単価の改善をお願いします。（ＤＰＩ日本会議） 
 
 ○ 重度訪問介護の単価が居宅介護単価より低いためか、重度訪問介護を敬遠する事業者があると聞きま 
  す。重度者が在宅生活を維持するためには長時間にわたる支援が必要です。重度訪問介護の利用を進め 
  るためにも単価の見直し、また緊急措置として居宅介護の継続利用を検討して下さい。 
                              （全国肢体不自由児・者父母の会連合会） 
  
 ○ 重度訪問介護の報酬単価は身体介護の半分以下の水準であり、安定的な経営が困難なため、サービス 
  提供する事業所が僅かであり、報酬単価が低いため、賃金も低く人材確保が困難であり、今働いている 
  ヘルパーは過重労働かつ高い離職率の悪循環であるため、利用者が必要なサービス提供を安定して受け 
  られるように重度訪問介護の基本的な報酬単価水準を引き上げが必要である。 
                                  （全国自立生活センター協議会） 
 
 ○ 重度訪問介護の報酬単価は８時間以上を連続して提供する長時間のサービスを想定しているが、本来 
  の制度趣旨を曲げて、低い単価設定を使い予算を削るために短時間のサービス提供に重度訪問介護を支 
  給決定する市町村が存在する。１回１～２時間のサービスでは人材確保も難しく、採算も取れないため、 
  １回あたりの提供時間が８時間未満の場合、短時間であればあるほど時間あたりの報酬単価が高くなる 
  仕組みが必要である。（全国自立生活センター協議会） 
 
 
 

重度訪問介護の報酬に係る要望 
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【経過措置関係】 

  
 ○ 重度訪問介護の特定事業所加算のサービス提供責任者要件について、重度訪問介護で３，０００時間 
  の実務経験を有するサービス提供責任者でも可とする経過措置が平成２４年３月３１日で終結してしま 
  うが、この経過措置を延長していただきたい。（全国脊髄損傷者連合会） 
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【特定事業所加算の経過措置】 

① 平成２４年３月３１日までの経過措置とされている特定事業所加算基準の人材要件において、 

 経過措置の期間延長をどう考えるか。 

② また、経過措置の期間を延長する場合、一定の見直しについても検討してはどうか。 

 
 

行動援護の報酬に係る論点 

○ 行動援護における特定事業所加算の人材要件 

 【現在】  
  全てのサービス提供責任者が     
    ３年以上の実務経験を有する介護福祉士 
            又は、 
   ５年以上の実務経験を有する介護職員基礎研修課程修了者 
           又は、 
   ５年以上の実務経験を有する１級課程修了者 
           又は、 
   行動援護従業者養成研修課程を修了している。 
                      （H24.3.31までの経過措置） 

 【見直し案】  
  全てのサービス提供責任者が     
    ３年以上の実務経験を有する介護福祉士 
            又は、 
   ５年以上の実務経験を有する介護職員基礎研修課程修了者 
           又は、 
   ５年以上の実務経験を有する１級課程修了者 
           又は、 
   ○年以上の実務経験を有する行動援護従業者養成研修課程 
  修了者                          （H27.3.31までの経過措置）                              

居宅介護 １５，１４９事業所 １１９，２２６人  

重度訪問介護  ５，０１３事業所  ８，２６２人  

行動援護  １，０２９事業所  ５，６３８人  

各サービスの事業所数 

※出所：国保連データ（平成23年4月） 

Ａ県 B県 

特定事業所加算（Ⅰ）対象 ３事業所 ６事業所 

上記のうち、経過措置対象 ０事業所 
（０％） 

０事業所 
（０％） 

特定事業所加算（Ⅱ）対象 ６事業所 ４事業所 

上記のうち、経過措置対象 ０事業所 
（０％） 

０事業所 
（０％） 

経過措置による特定事業所加算取得事業所数 

※出所：障害福祉課調べ 7 



【対象者関係】  

  
 ○ 行動援護は肢体不自由者にとっても、社会参加に必要な支援です。利用を認めてください。 
                              （全国肢体不自由児・者父母の会連合会） 
 

【経過措置関係】  

  
 ○ 行動援護は事業所が増えず利用が停滞している。サービス提供責任者要件の経過措置を継続し普及を 
  図ること。（全日本手をつなぐ育成会） 
 
 
 

行動援護の報酬に係る要望 
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【サービス提供責任者】 

① サービス提供責任者の要件である「ヘルパー２級課程修了者であって実務経験３年以上」につ 

 いては、「暫定的な要件※」とされている。 

  介護給付費分科会において、サービス提供責任者の質の向上を図る観点から、当該暫定措置の 

 段階的解消の検討が行われているが、障害福祉分野においてどう考えるか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

訪問系サービス全般の報酬に係る論点 

※（暫定的な取扱いに係る留意点） 
２級課程の研修を修了した者であって、３年以上介護等の業務に従事したものをサービス提供者とする取扱いは
暫定的なものであることから、指定居宅介護従業者は、できる限り早期に、これに該当するサービス提供責任者に
介護職員基礎研修若しくは１級課程の研修を受講させ、又は介護福祉士の資格を取得させるよう努めなければな
らないものであること。（障害者自立支援法に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関
する基準について（平成１８年１２月６日障発１２０６００１通知）） 

【参考】介護保険での段階的な廃止（案） 
  平成２４年度 ～ 平成２６年度まで  １０％減算 
  平成２７年度 ～ 平成２９年度まで  １０％＋α減算（減算率は次期改定時に検討） 
  平成３０年度             サービス提供責任者の任用要件から「実務経験３年以上の訪 
                     問介護員２級課程修了者」を廃止 

9 

○ 訪問介護と居宅介護における従業者要件の比較 

訪問介護（介護保険法） 居宅介護（障害者自立支援法） 
介護福祉士 
介護職員基礎研修 
訪問介護員（ホームヘルパー）養成研修１級課程 
訪問介護員（ホームヘルパー）養成研修２級課程 
訪問介護員（ホームヘルパー）養成研修３級課程 
  ※ ３級についてはＨ２１年４月より報酬算定外 

介護福祉士 
介護職員基礎研修 
訪問介護員（ホームヘルパー）養成研修１級課程 
訪問介護員（ホームヘルパー）養成研修２級課程 
訪問介護員（ホームヘルパー）養成研修３級課程 
  ※ ３級については報酬を３０％減算 
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② 介護給付費分科会において、サービス提供責任者の主たる業務である訪問介護計画の作成に応 

 じた適切な員数を配置するため､利用者数に応じた配置基準の見直しを検討が行われているが、 

 障害福祉分野においてどう考えるか。  

 【参考】介護保険での配置基準の見直し（案）  
  （現行）                             （見直し案）  
   サービス提供時間 ４５０時間ごとに１人        利用者○○人ごとに１人  
   訪問介護員の数 １０人ごとに１人 
  
   ○ 利用者数については現状を踏まえ４０人程度としてはどうか。  
   ※ 非常勤のサービス提供責任者が認められる範囲については現行どおりとする。  

介護保険法 障害者自立支援法 
訪問介護 居宅介護・行動援護・同行援護 重度訪問介護 

【配置基準】 
事業の規模に応じて１人以上。 
※ 管理者との兼務可。 
 
次のいずれかに該当する員数を置くこと。 
① 当該事業所の月間の延べサービス提
供時間（事業所における待機時間や移動
時間を除く。）が概ね４５０時間又はその
端数を増すごとに１人以上 
② 当該事業所の従業者の数が１０人又
はその端数を増すごとに１人以上 

【配置基準】 
事業の規模に応じて１人以上。 
※ 管理者との兼務可。 
 
次のいずれかに該当する員数を置くこと。 
① 当該事業所の月間の延べサービス提
供時間（事業所における待機時間や移動
時間を除く。）が概ね４５０時間又はその
端数を増すごとに１人以上 
② 当該事業所の従業者の数が１０人又
はその端数を増すごとに１人以上 

【配置基準】 
事業の規模に応じて１人以上。 
※ 管理者との兼務可。 
 
次のいずれかに該当する員数を置くこと。 
① 当該事業所の月間の延べサービス
提供時間（事業所における待機時間や移
動時間を除く。）が概ね１，０００時間又は
その端数を増すごとに１人以上 
② 当該事業所の従業者の数が２０人又
はその端数を増すごとに１人以上 

○ 訪問介護と居宅介護におけるサービス提供責任者の配置基準の比較 



【同行援護関係】 

  
 ○ 同行援護の報酬として、身体介護を伴う場合、所要時間３０分以上１時間未満の場合４０２単位であ 
  るのに対し、身体介護を伴わない場合は、１９７単位と報酬単位に大きな差があることについて、見直 
  しを図り、同行援護事業の報酬を一律、身体介護を伴う場合の報酬基準に合わせる必要がある。 
                                        （日本盲人会連合） 
 
 ○ 知的障害者の行動援護の場合、身体介護の有無は関係なく一律とされていることを踏まえ、視覚障害 
  者の同行援護も一律化を図って頂くと共に、自立支援給付としての通院等介助を廃止し、同行援護に含 
  むように切望します。（日本盲人会連合） 
 
 ○ 視覚障害者ガイドヘルパー（同行援護従業者）の減少と資質低下は、この報酬制度と関係がないとは 
  いえず、ガイドヘルパー（同行援護従業者）の報酬が少ないことが、必要人員の確保にも影響を及ぼ 
  し、事業所の減少につながっていると考えられる。（日本盲人会連合） 

同行援護の報酬に係る要望 
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【重度障害者等包括支援関係】 

  
 ○ 重度訪問介護同様に、居宅介護単価より低いため進んでいません。単価の見直しをお願いします。 
                              （全国肢体不自由児・者父母の会連合会） 
  

重度障害者等包括支援の報酬に係る要望 
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